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議案第９３号 

小田原市手数料条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   長期優良住宅の普及の促進に関する法律等が一部改正され、所管行政庁と登録住

宅性能評価機関との間の長期優良住宅に係る審査体制の合理化が図られること等に

伴い、本市の長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料に

ついて所要の措置を講ずるため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 登録住宅性能評価機関による審査範囲の変更等に伴う長期優良住宅建築等計画

の認定に係る審査手数料の引上げ（第１８条関係） 

    登録住宅性能評価機関による長期優良住宅に係る任意の技術的審査制度が法定

の長期使用構造等に関する事項の確認制度に移行し、住宅の維持保全に関する事

項その他の事項は所管行政庁が審査することとなることに伴い、登録住宅性能評

価機関の事前審査を受けている場合の長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査

手数料を次のように引き上げることとする。  

   (1) 新築の場合 

区   分 改  正  後 改  正  前 

１戸 ８，０００円 ６，０００円 

２戸～５戸 １５，０００円 １２，０００円 

６戸～１０戸 ２６，０００円 ２１，０００円 

１１戸～２５戸 
（１１戸～３０戸） 

４１，０００円 ３１，０００円 

２６戸～５０戸 
（３１戸～５０戸） 

７１，０００円 ５８，０００円 

５１戸～１００戸 １２０，０００円 ９９，０００円 

１０１戸～２００戸 １９０，０００円 １６０，０００円 

２０１戸～３００戸 ２４０，０００円 ２００，０００円 

３０１戸以上 ２６０，０００円 ２１０，０００円 

                    ※区分欄の括弧内の戸数は、改正前の区分 

(2) 増築又は改築の場合 
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区   分 改  正  後 改  正  前 

１戸 １２，０００円 ９，１００円 

２戸～５戸 ２３，０００円 １８，０００円 

６戸～１０戸 ４０，０００円 ３２，０００円 

１１戸～２５戸 
（１１戸～３０戸） 

６１，０００円 ４６，０００円 

２６戸～５０戸 
（３１戸～５０戸） 

１１０，０００円 ８７，０００円 

５１戸～１００戸 １７０，０００円 １５０，０００円 

１０１戸～２００戸 ２９０，０００円 ２５０，０００円 

２０１戸～３００戸 ３６０，０００円 ３００，０００円 

３０１戸以上 ４００，０００円 ３２０，０００円 

※区分欄の括弧内の戸数は、改正前の区分 

２ 区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定方法の変更に伴う措置（第

１８条関係） 

   区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定について、区分所有者がそ

れぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更さ

れることに伴う所要の整備を行うこととする。 

 ３ 住宅性能表示制度における長期使用構造等の確認の一体申請制度の導入に伴う

措置（第１８条関係） 

    住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価の申請に当たり、

登録住宅性能評価機関に長期使用構造等の確認を一体的に求めることができる制

度が導入されることに伴い、設計住宅性能評価書を添付した長期優良住宅建築等

計画の認定に係る手数料を廃止することとする。 

  ４ 長期優良住宅に係る容積率の特例の許可に係る審査手数料の新設（第１８条関

係） 

    長期優良住宅の建築に当たり、当該住宅が一定の敷地面積を有し、市街地の環

境の整備改善に資すると認められる場合に容積率を緩和する許可制度が導入され

ることに伴い、その許可に係る審査手数料は、１件につき１６万円とすることと

する。 

  ５ その他 
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    長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査手数料の区分について所要の整備を

行うこととする。 

 ［適  用］ 

   令和 ４ 年 ２ 月２０日 


